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資料２ 関連法令 

 

地方自治法 

 

(組織、事務及び規約の変更) 

第二百八十六条 一部事務組合は、これを組織する地方公共団体(以下この節において「構

成団体」という。)の数を増減し若しくは共同処理する事務を変更し、又は一部事務組合の

規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、都道府県の加

入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を受けなけ

ればならない。ただし、第二百八十七条第一項第一号、第四号又は第七号に掲げる事項のみ

に係る一部事務組合の規約を変更しようとするときは、この限りでない。 

２ 一部事務組合は、第二百八十七条第一項第一号、第四号又は第七号に掲げる事項のみに

係る一部事務組合の規約を変更しようとするときは、構成団体の協議によりこれを定め、前

項本文の例により、直ちに総務大臣又は都道府県知事に届出をしなければならない。 

 

 (脱退による組織、事務及び規約の変更の特例)【※平成 25年 3月の法改正により追加】 

第二百八十六条の二 前条第一項本文の規定にかかわらず、構成団体は、その議会の議決を

経て、脱退する日の二年前までに他の全ての構成団体に書面で予告をすることにより、一部

事務組合から脱退することができる。 

  

２ 前項の予告を受けた構成団体は、当該予告をした構成団体が脱退する時までに、前条の

例により、当該脱退により必要となる規約の変更を行わなければならない。この場合におい

て、同条中「第二百八十七条第一項第一号」とあるのは、「第二百八十七条第一項第一号、

第二号」とする。 

 

(規約等) 

第二百八十七条 一部事務組合の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければな

らない。 

一 一部事務組合の名称 

二 一部事務組合の構成団体 

三 一部事務組合の共同処理する事務 



四 一部事務組合の事務所の位置 

五 一部事務組合の議会の組織及び議員の選挙の方法 

六 一部事務組合の執行機関の組織及び選任の方法 

七 一部事務組合の経費の支弁の方法 ⇒これらには該当しない。 

 

(解散) 

第二百八十八条 一部事務組合を解散しようとするときは、構成団体の協議により、第二百

八十四条第二項の例により、総務大臣又は都道府県知事に届出をしなければならない。 

  

(財産処分) 

第二百八十九条 第二百八十六条、第二百八十六条の二又は前条の場合において、財産処分

を必要とするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定める。 

 

(議会の議決を要する協議) 

第二百九十条 第二百八十四条第二項、第二百八十六条(第二百八十六条の二第二項の規定

によりその例によることとされる場合(同項の規定による規約の変更が第二百八十七条第

一項第二号に掲げる事項のみに係るものである場合を除く。)を含む。)及び前二条の協議に

ついては、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 

 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令 

 

(関係地方公共団体の教育委員会の意見の聴取) 

第十二条 教育組合のうち法第二十一条に規定する事務の一部を処理するものについて関

係地方公共団体が地方自治法第二百八十六条若しくは第二百八十八条の協議又は同法第二

百九十一条の三第一項若しくは第三項若しくは第二百九十一条の十第一項の協議を行う場

合においては、当該関係地方公共団体の議会は、同法第二百九十条又は第二百九十一条の十

一の議決をする前に、当該関係地方公共団体の教育委員会の意見を聴かなければならない。

ただし、法第二十三条第一項の条例の定めるところにより、当該関係地方公共団体の教育委

員会が、当該教育組合が処理し又は処理することとなる法第二十一条に規定する事務の全

てを管理し、及び執行しないこととされているときは、この限りでない。 


